
住　 居

2 Ha-10 市区域内分権とまちづくりへの住民参加に関する研究

○西　英子＊　中山徹＊＊

(＊奈良女子大・院，＊＊奈良女子大)

〔(社) 日本 家政 学 会

【目的】1992 年の都市計画法改正では、市民参加よって都市計画マスタープランを策定

することが定められ、2000 年地方分権一括法では、市町村都市計画審議会が法定化され

る等、市民のより身近なところでまちづくりが行われ始めている。地方分権が進む中、一

定規模以上の市区においては、住民がまちづくりに主体的に関わるために市区域内での分

権が重要であると考える。本研究では、市区域内分権の現状を把握し、地域内におけるま

ちづくりへの住民参加の可能性を考察する。

【方法】人口20 万以上の市、特別区で、全国121 自治体を対象にアンケート調査を行っ

た。117自治体から回収、回収率は96.7 ％であった。

【結果】市区域内に、出先機関としての出張所、支所等がある自治体は112 自治体であ

った。そのうち、出先機関で建築・土木業務を行っているのは20 自治体である。また、

95%以上の自治体で、都市計画マスタープランにおいて地域別計画を策定しているが、策

定を実質的に行っているのは本庁であり、住民が地域別計画に関する情報を入手するのは、

本庁の担当課が中心である。各地域で情報を入手できるのは10 自治体にとどまっている。

また、62 自治体において、自治体が支援するまちづくり組織がある。それらの組織に対

して、市区は、財政、アドバイス、相談、意見の調整、情報の提供等の支援を行っている。

まちづくり組織と同時に、市区域内での建築・土木業務を分散させていくことによって、

住民と行政と双方向のコミュニケーション、より進んだ住民参加が期待できる。
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【目的】奈良町北地区は，中世に成立し近世にかけて発展した町であるが. 現在は伝統的な住宅

と現代的な住宅，ﾏﾝｼｮﾝ，ｱﾊﾟｰﾄ などが混在した町となっており，今後より一層，住宅･住環境の変

化や居住者の変動が起こることが予測される．周辺には東大寺や奈良公園などの歴史的環境が充

実し，交通の便もよく生活環境にも恵まれた奈良町北地区が，今後も歴史ある居住地 として存続

していくことが将来の町の発展に結びつくと思われる．そこで世帯類型からみた居住形態の現状

と居住の継承を探り，よりよい住環境形成への基礎的資料となることを目的とする.

【方法】奈良市奈良町北地区のうち押上・今小路・手貝・東包永・東笹鉾・半田に居住する世帯

を対象に2000 年10 月に留置式質問紙調査を行った．有効回収数238 票である.

【結果】①世帯類型をみると，夫婦十子，夫婦のみがそれぞれ2.5 割，親十夫婦十子が２割，単身が

1.5 割であり，三世代同居が減少している．家屋や土地を親から継承した世帯( 継承型) の３割

には三世代同居がみられ，若い世代への世代交代が成立している．一方，自分の代で創設した世

帯( 創設型) は，夫婦のみ世帯，単身世帯が多く，高齢単身化が進んでいる．なお，夫婦のみ世

帯と単身世帯のそれぞれ２割は，子と近居していることがわかった．②次世代への家屋や土地の

継承については，継承の見とおしがある世帯は約半数である．現在，継承型が７割，創設型が３

割であるが，次世代は継承型が減少することから，高齢単身化がさらに進行することが推測され

る，③現住宅を老後の住まいと考える者は多く，次世代に継承される可能性が低い世帯では住宅

改善が積極的に行われにくい状況であるが，次世代への継承の有無にかかわらず，手すりをつけ

る，段差をなくすなどのﾊﾞﾘｱﾌ!)-への改善要求は高いことが明らかになった.
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